
 

  会計年度任用職員（業務協力員）の募集 

～障害のある方対象～ 

 

 

令和６年 12 月 日 

練 馬 区 

 

練馬区では、障害者（身体障害・精神障害・知的障害）を業務協力員（会計年度任用職員）とし

て任用し、働きながら知識や経験を積むことで、一般企業等への就労につなげる取組を実施してい

ます。これは、厚生労働省が提唱する「チャレンジ雇用」（※）の趣旨に基づくものです。 

 

 

※「チャレンジ雇用」とは？  

国・自治体において１～３年就業し、その業務経験をもとにハローワーク等を通じて一般企

業等への就職実現を目指す活動。 

 

 

１ 応 募 資 格   障害者手帳をお持ちの方 

２ 仕事の内容   練馬庁舎・石神井庁舎などにおける事務の補助業務です。 

３ 雇 用 期 間   令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 

          （勤務の状況により再任することがあります。ただし、再任は２回を

限度とします。） 

４ 勤務時間等   １日７時間３０分（月１６日）勤務 

途中１時間の休憩時間があります。時間外労働はありません。 

※ 勤務時間は、午前８時３０分から午後５時まで 

５ 勤務を要しない日 原則として、土曜、日曜、国民の祝日、年末年始およびその他指定日 

６ 報  酬     時給 １，１６５円（地域手当相当額を含む） 

※ 通勤に伴う交通費相当額を支給します。 

（１か月の上限額 55,000円） 

 
 

令和７年度

採用 

 



※ 報酬の支給日は、翌月１５日です。 

※ 採用されるまでに給与改定が行われた場合には、 

その額によります。 

※ この他に期末手当の支給があります。 

７ 社 会 保 険  社会保険（東京都職員共済組合（医療保険）・厚生年金保険・ 

雇用保険）へ加入します。 

８ 年次有給休暇  所定の年次有給休暇を付与します。 

９ 募集予定人数  ５名程度 

10 受 験 手 続  下記の受付期間中に、受付場所へ書類を持参または郵送してください。 

 

〈受付期間〉 

 

 

 

 

 

 

 

＜提出書類＞ 

１ 所定の受験申込書 

  ※必要事項を記載し、写真を貼ったもの 
 
２ 返信用封筒（長形３号 120㎜×235 ㎜） 

※あて先を記入し、110円切手を貼ったもの 

＜受付時間と受付場所＞ 

受付時間 平日（月曜日～金曜日）の午前 8時３０分 から 午後 5時１５分 

受付場所 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北 6-12-1 

練馬区役所本庁舎６階 人事戦略担当部職員課人事係 

 

11  採用選考 

「実技」および「面接」による選考を行います。 

   ※ 採用選考の詳細は、後日郵送にてご案内します。 

 

採用日 申込開始日 申込締切日 

令和７年４月１日 令和６年 12月２日（月） 
令和６年 12月 16日（月） 

※必着 



12  その他 

⑴ ご提出いただく書類に記載されている個人情報は、採用選考および選考後手続き

にのみに使用します。また、提出された申込書等は返却しませんのであらかじめご

了承ください。 

⑵ 練馬区役所は敷地内禁煙です。（特定屋外喫煙場所あり） 

13  問い合わせ先 

   練馬区人事戦略担当部職員課人事係 

   〒１７６－８５０１ 練馬区豊玉北６－１２－１ 

   電 話 ０３－５９８４－５７８２（直通） 

 

 

 

 

 

消防署 南口 ●交番 
千川通り 

● 

警察署 

弁

天

通

り 

■ 
   練 馬 駅    

■Ａ1 

目白通り 

銀行● 

練  馬  駅 

練馬駅北口地下駐車場 

西口 

 

北口 
至所沢 

至目白 

至谷原交差点 

練馬文化センター 西武池袋・有楽町線「練馬駅」西口から徒歩約５分

または大江戸線「練馬駅」Ａ２出入口から徒歩約７分 

 
豊島園通り 

●パン屋 

● 

●都税 

事務所 

練馬区役所 

〒練馬 

郵便局 

コンビニ● 

● 

職員研修所 

区役所連絡通路 

（やすらぎ歩道橋） 
 

●コンビニ 

生涯学習センター・練馬図書館● 

都営大江戸線 

至光が丘 

西武池袋線 

Ａ２ 

 

 

交通広場 

●コンビニ 

消防署 

至池袋 

至新宿 

ドラッグ● 

ストア 

  



地方公務員法第 16条各号のいずれかに該当する方は受験できません。 

 

【地方公務員法（抜粋）】 

（欠格条項） 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員と

なり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しな

い者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定

する罪を犯し刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

※ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている方（心神耗弱を原

因とするもの以外）は受験できません。 

 

※ 日本国籍を有しない方「出入国管理及び難民認定法別表第 2（永住者、日本人の配偶

者等、永住者の配偶者等、定住者）に掲げる在留資格を有する者ならびに平和条約国籍

離脱者等入管特例法に定める特別永住者」も受験できます。 


